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意見公募によって提出いただいた意見及び反映結果 

 

施 策 案 の 名 称 取手市自転車活用推進計画 

意 見 募 集 期 間     令和５年４月１日から 令和５年４月３０日まで 

意 見 提 出 者 数        ３人 

提 出 意 見 数        ３件 

意 見 項 目 数        ３件 

意 見 提 出 の 内 訳 

直接窓口へ持参    １人    １件 

郵     送    ０人    ０件 

フ ァ ク ス    ０人    ０件 

電 子 メ ー ル    ２人    ２件 

意 見 の 反 映 結 果 

Ａ 案に反映させたもの（反映・修正箇所がわかるもの

を添付） 
１件 

Ｂ 意見の趣旨が既に案に盛り込まれているもの １件 

Ｃ 今後の取り組みにおいて参考にするもの ０件 

Ｄ 案に反映できないもの ０件 

Ｅ その他（感想・賛否のみなど） １件 

匿 名 等 に よ る 

意 見 提 出 者 数 
       ０人 

※意見公募は政策等の賛否を問うものではありません。有用な意見を政策等に反映させるため，

意見の内容に着目し，これを考慮した市（実施機関）の考え方を掲載しています 

※類似の意見に対しては，まとめて市（実施機関）の考え方を掲載したものがある場合は，意見

項目数と一致しません 

※詳細は別紙のとおり 
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提出された意見と市の考え方 
 

番号 
該 当 

ページ 
意見 市（実施機関）の考え方 

反映

区分 

１ p.60 

～p.84 

感想：全体としては、無難にまとまって

いると思います。あとは行政を含めた現

場での推進力の問題。みなさまの活動に

期待します。 

 

意見：５．実施施策の内容 

各目標の実施の「対象者」について 

この中の対象者の区分として「高齢者

（６０歳以上）」としていますが、高齢

者を６０歳以上とする根拠がわかりませ

ん。通常、政府機関等において「高齢

者」の定義として使用しているのは世界

保健機関(WHO)が定義する「65歳以上」

の人のこととしています。そして65-74

歳までを前期高齢者、75歳以上を後期高

齢者に区分して、政府関係の統計、施策

等で使用・表現しています。 

取手市内における自転車事故が仮に６０

歳以上に多いというのであれば、高齢者

と表現せずに年齢区分別にすれば良く、

もし他の理由があるのであれば特記すべ

きです。 

定年延長、７０歳までの就労等を政府が

推奨している中において、取手市が高齢

者の定義を「６０歳以上」としているこ

とには疑問を感じます。 

５．実施施策の内容における各施策

の対象者の区分について、ご指摘の

とおり高齢者の年齢区分には、法律

によって定義が異なるものですが、

世界保健機関（WHO）が定義する65歳

以上が一般的と言えるところです。

つきましては、その解釈に疑義が生

じないよう事業の対象者の区分につ

いては、小学生から高校生を除き、

年代での区分表記に改めたいと思い

ます。具体的には、「10代～50代」、

「60代以上」に変更修正いたしま

す。 

なお、これらの年代区分の設定につ

いては、茨城県警察本部等による各

種統計調査や先進自治体の自転車活

用推進計画を参考にしております。 

Ａ 

２ p.82 高齢のため運転免許証を返納し、自転車

（三輪）を利用しているのですが、新取

手駅から電車で出掛けようと思うのです

が、新取手の駅には三輪自転車を置くと

ころがなくて非常に困っています。何と

かなりませんか。 

新取手駅前の駐輪場に関することで

すが、現在、新取手駅に隣接して無

料自転車駐車場である「取手市新取

手駅自転車駐車場（収容台数363

台）」が設置されております。収容車

種も自転車、原動機付自転車、自動

二輪車となっており、三輪自転車も

収容が可能であるところです。 

 駐車場の整備等に関しては、本計

画書におきましても「駐輪環境の整

備充実」を掲げており、市内駐輪場

の利用実態を把握し、路上駐輪の防

止や機能向上が図れるよう駐輪場の

整備検討を進めることとしていま

す。市では高齢者の方も安心して自

転車を活用できる環境整備が図れる

よう努めてまいります。 

Ｂ 

３   私は72才です。自転車はありますが、

主に車と徒歩を使っています。自転車を

本市におきましては、年々自転車活

用に対する市民の機運が高まってい

Ｅ 



（書式６） 
 

 

使わない理由は、家の前の道路は通学路

で30km制限の生活道路ですが、抜け道に

利用する車の往来が激しく、速度も制限

を守っていないので、自転車が煽られて

危険だからです。車が交差する場合は完

全に歩道の線にはみ出ていて、きわめて

危険です。 

 私は歩行者や自転車が優先されるまち

づくりを進めるべきだと思います。子ど

も達が安心して歩いたり自転車にのった

りできるまち、高齢者が歩いて楽しいま

ち、障害者が車椅子などでも一人で安心

して外出できるまち、これからはそうい

うまちを市民と行政が協力して作ってい

くのが大切ではないかと思います。 

 今まであまりに車優先のまちづくりが

されてきました。取手市は車がなければ

生活できない土地になってしまいまし

た。大型スーパーやショッピングモール

などは、車がなければいけません。しか

もこれらの大型商業施設は、雇用もほと

んど非正規で、売られるものは他所で作

られたものが多く、利益はみんな東京に

吸い取られていきます。地域はますます

貧しくなり、人口は減少し、疲弊しま

す。 

歩きや自転車で行くことができる地元の

商店街は、カネ、モノ、ヒトを地域で回

すので、地域の経済を元気にします。ま

た、人が歩いて楽しいまちは、高齢者も

元気で、介護もあまり必要でなくなりま

す。また、人と人とのつながりや出会

い、新しいコミュニティーや居場所も作

られ、家族や老人の孤立の問題も解決さ

れていくでしょう。ただしこれには相当

の市民の意識改革と行政の未来を見据え

た指導力が必要です。 

 最終的にはエネルギーや食糧の自給を

はじめとして地消地産（市で消費する物

は市で作る）を行い、地域で経済（ヒ

ト、モノ、カネ）を回し、経済的自立と

文化的自立を目指すことが、結局は、歩

きや自転車の優先の住みやすいまちづく

りへつながっていくのではないかと、私

は考えます。 

るものと感じており、本計画の基本

方針にも定めるとおり、「誰もが安

全・快適に自転車を活用することが

できる地域社会の実現」を掲げてい

るところです。その実現に向けては

市民との協働による取り組みは大変

重要であると考えております。自転

車の普及促進を図るなかで、「安全安

心」、「観光振興」、「健康増進」、「環

境整備」の観点から各種施策を展開

し、地域社会の活性化、住みやすい

まちづくりに繋がるよう努めてまい

ります。 

※意見公募は政策等の賛否を問うものではありません。有用な意見を政策等に反映させるため，

意見の内容に着目し，これを考慮した市（実施機関）の考え方を掲載しています 

 
 


